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1は じめに

日本籍船舶に対するファイナンスについては、弁護とが関与することはこれまでは多くな

かったが、近時は、国内輸送のモーダルシフト推進や輸送効率化を背景に、自動車専用船、

ローロー船、コンテナ船といった内航船舶について船型大型化の傾向があり｀ 高価な船

舶が増えていること、また、日本籍の外航船舶も徐々に増加傾向にあり
2、

弁護士が日本

籍船舶のフアイナンスに関する文書作成等に関与する事例が増えてきた。

日本籍の内航船舶と外航船舶

内航運送とは、船舶による海上における物品の運送であって、船債港及び陸揚港のいずれ

もが本邦内にあるものをいい (内航海運業法 2条 )、 内航船舶とは、一般に内航運送に従

事する船舶をいう。

日本籍船舶が航行する区域は、船舶安全法に基づき、平水区域 (船舶安全法施行規則 1条

6頂 )3、 沿海区域 (船舶安全法施行規則 1条 7項 )4、 近海区域 (船舶安全法施行規則 上

条 8項 )5、 遠洋区域 (船舶安全法施行規則 1条 9項)6に 区分される。日本籍船舶について、

管海官庁は定期検査に合格した船舶に対してはその航行区域を定めて船舶検査証書を交付

するものとされており (船舶安全法 9条 1項 )、 当該VHk舶 の航行区域が船舶校査証書の航

行上の条件の欄に記載される。定められた航行区域を超えて航行した場合には、罰則の対

象となる (船舶安全法 18条 1項 2号 )。

外航船舶とは、一般に船積港または陛揚港が本邦外にあるものの運送に従事する船舶をい

う。日本籍外航船舶には日本法も適用される
7。

日本籍外航船舶の船舶検査証書には、航

行上の条件のIFFlに 国際航海に従事する旨が記載される。

/レ ,ボターノヱ認度とが、自目の沿津輸送、方ん %ぬ航海違tま章Ξ疹だμあとい夕″―

ルa膨 彬 ぁ ならデ社翼鶴 ′こ広 で″ クスれられてレ】あもので九 仲 ゆ ″がターノヱ

″篇が多 ての厚々で長年だわた クケられていあのが、口家のオ全宏艦 彪戎盆だつ4活物

12016年
3月 31日 現在、内航船舶全体の平均総 トン数は 715G′ T。 2006年 3月 31日 時点の平均総 トン数 5留G/

Tと 比較 し、lo年間で 240/。 の船型大型化が見 られる。 (日 本内航海運組合総連合会発行「内航海運の活動 平
成 28年度J8頁参照 )

'日 本籍の外航船舶隻数は豹

"年
以降増加傾向にあ り、2015年時点で 1%隻を数える。 (一般社団法人日本船

主協会発行「海運統計要覧 2016」 参照 )

3船
舶安全法施行規則 1条 6項において、湖、川及び港内等の水域が平水区域 とされている。

4船
舶安全法施行規則 1条 7項において、概ね本邦、樺太本島及び朝鮮半島の各海岸か ら20海里以内の水域が

沿海区域 とされている。
S船

舶安全法施行規則 1条 8項 において、東経 175度、南緯 11度、東経 94度、北緯 63度の線により囲まれた
水域が近海区域 とされている。
G船

舶安全法施行規則 1条 9項において、すべての水域が遠洋区域 とされている。
7な

お、日本にある外国籍船舶についても船舶安全法の一部が準用されている (船舶安全法 29条の 7、 船舶安
全法施行令 1条 )。
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資の亥だ筋ど、き凰総真だズ必彦″の解 ヽ海事関連産業や勉罐 済の力 η と` 多オπ

でごの観蔑おミ必要発ヽつ重要だ力ゝうウ ツ
dと

されている。カボタージユ制度は日本におい

ても導入されており、外国籍船舶による日本国内の港間における貨物又は旅客の沿岸輸送

は原則として禁止されている (船舶法 3条 )。

したがって、原貝」として、日本国内の港間の貨物を輸送することができる船舶は日本籍船

舶に限定される。

2登録・登記

(1)日 本籍船舶の登録

日本籍船舶として登録するためには、船舶所有者が (a)日 本の官庁又は公署、(b)日本

国民又は (c)日 本法人 (会社にあつては代表者の全員及び業務を執行する役員の 3分の

2以上が日本国民であること、それ以外の日本法人にあつては代表者の全員が日本国民で

あること)であることが必要とされている (船舶法 1条、2条 )9。

日本籍船舶 (総 トン数 20ト ン未満の船舶を除く)は、内航船舶か外航船舶かを問わず、

船籍港を管轄する管海官庁
Ю
に備え付けた船舶原簿に登録し、管海官庁から船舶国籍証書

の交付を受けることが要請されている (商法 686条、船舶法 5条 )。 船舶が船舶原簿に登

録されていることは船舶国籍証書又は管海官庁発行の登録事項証明書により確認すること

が可能である。

(2)日 本籍船舶の登記

また、日本籍船舶 (総 トン数 20ト ン未満の船舶を除 く)は、内航船舶か外航船かを問わず、

船籍港を管轄する法務局に登記することが要請されている(商法 686条、船舶法 34条 1頂、

船舶登記令 3条 1項、同 4条 1項 )。 船舶が法務局に登記されていることは、法務局発令の

船舶登記簿謄本又は登記事項証明書 (船舶登記令 33条 1項)に て確認することが可能である。

上記のとお り、我国においては、船舶の登録制度と登記制度が異なる行政庁において担当さ

れているのが特色である
n。

8日 本内航海運組合総連合会ホームページ (h中祢VWW nakO kahn orJざ蕊 。戯逮 Onlo htlnl)よ り引用。なお、カ

]を

解 徹〒;胞鑢 轟 :興緻 £i兵縮 L埠逮鞣課岳鍵涯銚
ている。
Ю管海官庁とは、地方運輸局などをいう。・
鯵     襦音竜:竃ξ警:迄4縫そ塗号需睦電
頁より引用)。
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パナマにおける船舶の登記及び登録は、Ministり Of Maritime Affairsに 属する政府機関たる

PallatLCa Mariime Autborityが担 当 して い る。 Panallta Mattime Auho五け は 4つの部 門、 す な わ ち

(a)船舶の登録制度を担当する DIrectorate General ofMerctant Mathc、 (b)所有権、抵当権登記

制度等 を担 当す る Dircctoratc Gcncral of Public Rcgistty of Propcrty Vcssels、 (c)seafarcrs

ccrtrrlcatiOnsの 発行並びに idematlonal seafarer's conventionsの 連守に関する事項を担当する

Directorate Ccneral of Seafarers及 び (d)Dircctoratc Ocncral of Ports and Maritimc Ancillaリ

Industticsで構成されている。このようにパナマにおいては船舶の登録制度と所有権、抵当権

登記制度は異なる部門により担当されているが Pallallla Mantimc Auh前 け という一つの政府機

関が担当している。

りベリアにおいては、大統領により任命された Commissioner of LIberia Marittte Auhonけ が

リベリアの海逗に関する事項について管理 執行するとされ (RLM-107 Sccton覧 0,Section ll)、

DcPuty COmmissioners of Liberia Mathime AllthontJ/も Co14nalSSioncrWと 同じ事項について管理

執行できるとされている (RLM-107 Scction 12)。 船舶の登録制度及び所有権、抵当権登記制度

はいずれもCottmissioner及 び Deplla Conllrussionerに より担当されている。

3抵当権

(1)船舶抵当権の設定

日本籍船舶 (総 トン数 20ト ン未満の船舶を除 く)に対する船舶抵当権は日本法に基づき

設定 登記される。

船麓抵当権 が、
「

鍛 をιた踏難 を印 姥 ιて、盤鑢所有者 と廣権者が契約 /_‐ ズ ク設定 女

あ彦彦上を舜の抵当猪 である。だ彦上、抵当潅 序葎 勿 雀 ついてのみ認め られ必担保物権

ゆ わ て 復 〕,夕秦分 り 、本来斃 である踏態イこ抵茎潅 な設定 方うことが予定 され てい

″ ワヽ ナで,こ述べたF'た、船騒すま名な Ξ密方Fび盤籍港 を々 ιてその期 形溶場 で

あク、 ιみむ励 ′れ専がで握保舛 力7‐ bttι 争 】ぢつa薄 法 |ま船舶の蟄″秘度のん 7
と″資って勅 抵菫権の嫉 狩貌を た わ芽&懇秦ノゼ彩ノ

Bと
さ″落。

物権法定主義 (民法 175条)の観ィ点から、船舶抵当権を法律の定めているところと異なっ

た内容とすることが許されないなどの理由により、日本籍船舶抵当権設定契約のフォーム

は比較的シンプルなものとなる。このため、通常パナマ籍 Mortgage等 の外国籍船舶の

Mortgageに規定している詳細な確約、保険関連規定及び環境法関連規定をローン契約あ

るいは別途作成する合意書等において規定するケースが少なくない。

穆Depu,COmmissiOnerは リベ リア国外 において Commissioncrを 代理す る者 とされてい る。 (RLM■ 08 Scction

l12)
聘前掲中村―箱井「海商法 [第 2版]J3V頁及び388頁より引用

―
―
―
―

―
―十
生

-4- -5-
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日本籍船舶に対する船舶抵当権の設定を第三者に対抗するためには、当該船舶の船籍 iISを

管轄する法務局に抵当権設定登記をすることが必要である (商法848条 3項、民法 177条、

船舶登記令 3条 1項 2号、同4条 l項 )。 抵当権設定登記がなされたことは、法務局発行

の船舶登記簿謄本又は登記事項証明書にて確認することが可能である。

船舶抵当権の登記において、次の事項が登記事項とされている (船舶登記令 35条、不動

産登記法 59条、同 83条 1項、同88条 l項)と ので、これらの事項 (但 し、申請の受付

の年月日及び受付番号は除く)は抵当権設定契約書に記載することが必要である。

登記の目的……抵当権設定

申請の受付の年月日及び受付番号

・登記原因及びその日付 ……●年●月0日付金銭消費貸借●年●月●日設定
い

登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所 ――抵当権者の名称及び住所

登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときはその定め

,債権額 (一定の金額を目的としない債権についてはその価額)…―板担保債権の元本

額

・債務者の氏名又は名称及び住所――被担保債権の債務者の名称及び住所

・外国通貨で債権額を指定した債権を揮保する抵当権の登記にあつては、本邦通貨で表

示した担保限度額

利息に関する定めがあるときは、その定め二―年●°/o(年0日 日割計算)る

。民法 375条 2項に規定する損害の賠償額の定めがあるときは、その定め
7-―

年0°/o(年

0日 日割計算)

・債権に付した条件があるときは、その条件

・民法 370条ただし書の別段の定め
お
があるときは、その定め

(2)船舶抵当権の効力

「
船競抵当権ば、船触 を厚ルとナ必Fy7ク /7_ψ レユて商法上″雰/r抵当権 つ ″ ■ そのだか

tま民法上の抵当権 と本質鶴だ要/rあ ところ彼 官 、商法 Fy、 船嬢の抵当灌だつき不鬱店の

抵当権 1こ関 ナガ規定 を窮駒 修 どととιてい必 街 %秦 」効 ο ♭鬱 つゞて、その座

早説とともに法務省ホームペーンにお出
不動産に対する抵当権設定に関する登記申請書の様式 記載例がその毎

巧
潔 灘 λ蘊 露 綸 びに抵当権設定契約 日を記載することとされ弾 ぷ 法務省ホームペ

繋檀を源対會活希禦と會箸曽尾握氣著峯獣李留縁製慕

こ線宅盈ちてぃる物に及ぶのが原則であるが、「設定行

定している。
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功力おメび鴻裁 などアユ、船麹抵当権のを質.ζttι なレ】″ ク、ナベて民法の定め落ところだ

メ必ノ
い
とされる。船舶抵当権については不動産の抵当権に関する規定が準用され (商法

848条 3項 )、 抵当権の効力等については民法、民事執行法の規定が適用される。したが

って、船舶抵当権の抵当権者は被担保債権について抵当船舶からその順位に応じて優先弁

済を受けることができる (商法 848条 3項、民法 369条 l項)釣。

(a)被担保債権の範囲

船舶抵当権によつて担保される被担保債権の範囲について、第三者に対する関係でそ

の優先弁済的効力を対抗できるのは、原則として、不動産の抵当権と同様、元本につ

いては登記された元本額の限度、利息については登記された利率の限度で「満期とな

った最後の二年分」についてのみ (商法 848条 3項、民法 375条 1環 )、 その他の定

期金についても「満期となった最後の二年分」についてのみ (商法 848条 3項、民法

375条 1項 )、 遇廷損害金については登記された遅廷損害金の利率の眼度で「最後の

二年分Jについてのみ (但 し、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることが

できない)(商法 848条 3項、民法 375条 2項)である
払
。

抵当権設定者に対する関係ではこの制限はない。抵当目的物の第三取得者に対する関

係では争いがあるが、第三取得者を設定者と同視して第三取得者との関係ではこの制

限は及ばないとする立場が有力のようである
2。

また、民法 375条 1項は第三者に対

する関係で抵当権の優先弁済的効力を制限するものであり、/酵秦 が、抵当権の要″

た 傷 方 pを 制擬方ち規定 Э7yなみから、抵当権者が、虔たのフ室分アどケで少 (、

塗療だつレユれ班方の中立rをナ奉どと″できたノ
23と

されていると

(b)船舶抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲

船舶抵当権の効力はその属具に及ぶ (商 848条 2項 )。 これについては、
「

従物で疹必

属具ぬ ン である船舶匁 坊 膨 つ が Iπ J′秦フ幻 、従物 でが/rレ 晨具ア
=蒻

″の辺

″ _‐従わ/rい どとだなるため、鰺 ・ま特則 を評7アa属 具 であるよ二、従珍 であると

がとを阿わバ 抵当権み効カカ汲 が ものとιてレ]必ノ
Zと

されている。船舶抵当権の

Ю
前掲中村―箱井「海商法 [第 2版]」 388頁 より引用

2J船
舶抵当権の優先弁済的効力を実現するための抵当権実行手続 (競売手続)については、本稿では割愛するが、

瀬野克久著「船舶融資取引の実務 (全訂版)J(日 本海運集会所)355頁以下に記載されているので参照されたい。
肌
最後の 2年分の起算点をどの時点とするかについては争いがあり、

「
最後の2影杉だ 窮市だつレ】て″、読売

房な淀店転訂 i簸 =有泉 うり ,罷当時説 ィ笠蒸ら次 客力葬 翔 露 ″・4r巧 蔑民集 ″ ′ あり、配当表

狗 魅 勅  (1日注民第θ巻ず潔 〃 rP/〔西沢,、 チ1!井寛り と、どれら■と対時 ι■

'ま
のテ房駆が霧栄ιた庁

菱 誓 とナあ、テ旨理到来時説 r脇た‐蔑本効  [描本説E)″蕩 ちy(柚本馨 高木多喜男編集「新版注釈民

法 (9)[改訂版]」 (有斐閣)■1買)と されている。
2我

妻榮著「新訂担県物権法 (民法講義 II)」 (岩波書店)雰9買、我妻榮 有泉亨 清水誠 田山輝明著「我

妻 有泉コンメンタール民法 総貝J 物権 債権 (第 4版 )」 (日 本評論社)599頁、前掲「新版注釈民法 (9)」

102頁以下
閉
前掲「新版注釈民法 (9)J100頁 より引用

%前
掲中村 ―箱井「海商法 [第 2版]J389頁より引用



海事法研究会誌 2018 2(No 238)

効力が抵当権設定当時の属具に対してのみ及ぶのか、あるいは、抵当権設定後に設置

された属具に対しても及ぶのかについては見解が分かれている
25。

この点について、

「
難箱抵当権の誇 影 箕 そら雄娘だ/yfせι妙ぅれた風具が、船舶抵当権の厚酌物と

ざ″必″

"ぽ
であ必″ミ少/rて とも設定当時の属具だ/tわ必もの 船 ″勿 とιて″

涌 比 妙ろ″た属具が、当然踏舶抵当権のβ勲物とされると摩 ナベまであ落。など少

ら、船麹抵当権 b月疼上の抵当権 と/f7∂ 鬱 姓 /f/Z‐2差 ″ ぢからであるノ
%と

の見

解もあり、参考になる。

また、第三者の加害行為により船舶が滅失または損傷した場合に船舶所有者が取得す

る損害賠償請求権についても、抵当権の物上代位によつてその効力が及ぶ (商 848条

3項、民 372条、304条 )。 船舶の保険金請求権についても、抵当権の物上代位によつ

て船舶抵当権の効力が及ぶと解するのが一般的である
27。

日本法の下では、船舶賃貸借 (‐ 裸傭船契約)の賃料請求権 (裸傭船料請求権)に は

抵当権の物上代位によつて船舶抵当権の効力が及ぶ く商法 848条 3項、民法 372条、

民法 304条)と されることには異論がないであろう。これに対して、未払の運送賃請

求権に関しては、船舶先取特権の効力が未払の運送賃に及ぶことが商法上明記されて

いる (商法 842条)の に対し、船舶抵当権についてはこのような規定がないことから、

抵当権の効力は運送賃請求権には及ばないと解されている
28。

なお、平成 28年 10月

18日 に国会に提出された商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案にお

いては、実務上、未収運送賃に対して先取特権が行使されたことがないこと等から、

船舶先取特権の目的 (菌法第 842条)か ら未収運送賃が削除され、この改正に伴い、

商法第 843条及び第 844条第 3項が削除される。前述の通り、抵当権の効力は運送賃

請求権には及ばない理由として商法 842条の存在を挙げる論拠が多いため、商法改正

後の「抵当権の効力は逗送賃請求権に及ぶか否か」についての解釈は不明確になる可

能性があるため、今後の議論が期待される。

(c)内航船舶の納付金免除船舶引当資格に抵当権の効力が及ぶか

内航船舶に対して設定された船舶抵当権の効力が当該船舶に係る経済的利益に及ぶか

否かについて争いとなった事例で参考となる事例があるので、紹介する。

かつて実施されていた船腹調整事業により内航船舶の建造には既存内航船舶の解撤等

版」(文員堂)76頁、窪田宏著「海商2S前
掲中村 =箱井「海商法 [第 2版 ]」 389頁、戸日修三者「海商法 三訂

法 (商法講義 V)J(晃洋書房)68頁 においては船舶抵当権の効力は抵当権設定当時の属具に対してのみ及ぶ

とし、田中誠二者「海商法詳論 増補版J(勁草書房)586頁 においては船舶抵当権の効力は抵当権設定後に属

あ
村日治美著 酪 系海商法 律訂腕 」倣 山堂書D ttfw謎

ギ雇私法 に 訂胴 J68頁、前掲日中 随 商法詳″
前掲中村‐箱井「海商法 [第 2版 ]」 389頁、前掲村 :

論増補版」585頁参照
お
前掲中村 =箱井「海商法 [第 2版 ]」 389買、前掲田中「海商法詳論増補版」585買参照

-8- -9-
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が必要となり、内航船舶には一定の金銭的価値 (以下「旧引当資格」という)が発生

していたが、船腹調整事業が廃止となった。これに伴いI日 引当資格が無価値となるこ

とに対する激変緩和措置として、日本内航海通組合総連合会の営む内航海運暫定措置

事業 (内 航海返暫定措置事業については以下 5(2)を 参照のこと)が創設された。

旧引当資格を有する自己所有船舶の解撤等を行う者に対して、総連合会力討日引当資格

相当額の交付金を交付し、その財源として、総連合会傘下の組合員である内航海通業

者が、新たに内航船舶を建造等する場合に、総連合会に対し、当該新造船舶の載貨重

量 トン数等に応じて納付する納付金を充てることとされた。しかし、一定の要件を充

たす場合には上記納付金の免除を受けることができるものとされたため、この上記納

付金の免除を受けることができる地位 (以下、「納付金免除船舶引当資格Jと いう)

に一定の経済的価値が生じることとなった。

内航船舶に対して設定された船舶抵当権の効力が、納付金免除船舶引当資格にも及ぶ

か否かについて争いがあるが、大阪高等裁判所は、内航船舶に係る納付金免除船舶引

当資格が客観的に本件船舶と経済的一体性がある権利とまで認めることは困難であ

り、納付金免除船舶引当資格には、船舶抵当権の効力は及ばないと判断した
わ
。

船舶抵当権の順位

一般債権との優劣

登記された船舶抵当権が一般債権者に優先することは当然である。

同一の船舶上に複数の抵当権が設定・登記されている場合には、その順位は登記の前

後による (商法 848条 3項、民法 373条 )。          、

一般先取特権 との優劣

登記された船舶抵当権は一般の先取特権 (民法 306条)に優先する (商法 848条 3項、

民法 336条 )。

船舶抵当権は、船舶先取特権
級
に劣後する (商法 849条、船舶の所有者等の責任の制

閉
大阪高裁平成21年 4月 23日 第2民事部判決 (金融法務事情第 1879号 37頁以下)

節
船舶先取特権とは、/笠とιて船艤の妨海鱒 斃 て発生 ι/‐をとの腐瘤だつき、胸 、属具および未壌の退必
資の上 //_、 修の霧 7‐腐力ιて才済を牙ゲちこと″潔 妙みれたを羽修Z勝該務霧 レウy(前掲中村―箱井「海
商法 [第 2版]J391買 )と されている。

(d)
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限に関する法律 95条 3項、船舶油濁損害賠償保障法 40条 3項、国際海上物品運送法

19条 3項 )。 このため、ファイナンサーとしては、船IEf先取特権が発生するような未

払が生じないよう留意し、そのような未払が生じた場合には抵当権設定者をして速や

かに未払を解消させる必要がある。そのための確約 表明保証が日本籍船舶抵当権設

定契約書においても規定されることが多い。

船舶抵当権に優先する船舶先取特権として商法 842条は次の債権を定めている。

(1) 船舶並びにその属具の競売に関する費用及び競売手続開始後の保存費

(li) 最後の港における船舶及びその属具の保存費
餌

(lii)航海に関し船舶に課した諸税
32

(市)水 先案内料及び挽船料

(v) 救助料及び船舶の負担に属する共同海損

(vi)航海継続の必要によつて生じた債

電の船員の債権
33

(vil)雇用契約によつて生じた船長その他

(viii)船舶がその売買又は製造の後未だ航海を行わない場合に、その売買又は製造

並びに艤装によつて生じた債権、及び、最後の航海の為にする船舶の艤装、

食糧並びに燃料に関する債権

なお、船舶先取特権の成否及び船舶抵当権との優先関係を決定する法律についてパナ

マ法が適用になる場合においては、船舶抵当権に優先する船舶先取特権は、① 全船

舶先取特権者の共通の利益に関して生じる裁判費用、(11)直前の航海中の海難救助

による報酬、救助料等、及び、(iti)直前の航海のための船長及び船員に対する賃金、

報酬等の 3つのみとされ (L即 55 ofAugllst 6,2008A五 cに 244)、 現行の日本法と比べ

て船舶抵当権の優先順位がかなり高くなっている。

船舶抵当格に優先する船舶先取特権には、商法 842条に列挙されるもののほか、特別

法上の規定に基づくものとして次のものが認められている。

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 95条 1項 (制 限債権者の制限債権につ

き船舶先取特権を認めている)

船舶油濁損害賠償保障法 40条 1項 (タ ンカー油濁損害に係る制限債権者の制限債

・ ′どこだレウ環菱の潜 砂 JCr/Prfr79rr2と が、たとえ1鍛鑢力落″えを野ゲて航海と廃主ι/_・潜をいタノ (前掲

中村 =箱井「海商法 [第 2版]J392頁)と される。
盟
/%と え賦  トン殊 ス彦殊 ガ浄″/rをン辻 れであク、公共つ滋諸を翔う7ιたん音 とι4公 赤上、充駁を

,霙鯵翔甥 舞蠣鍵碧轄 諸霊鍵ヨ.鰐席詔
とされるが、同頁脚注において船員の雇止手当は船舶先取特権の対象となる「雇用契約による生じたる船長

其他の船員の債権Jにあたらないとする裁判例 (福 岡高判昭和58 9 28判時 1109号 130頁 )が紹介されて

いる。

-10- -11-
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権につき船舶先取特権を認めている)

国際海上物品運送法 19条 l項 (船舶の全部又は一部を通送契約の目的とした場合

において、備船者がさらに第三者 と運送契約をしたときは、運送品に関する損害で、

船長の職務に属する範囲内において生 じたものについて、賠償を請求することがで

きる者に、その債権につき船舶及びその属具の上に先取特権を認めている)

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律案
執
では、船舶抵当権に優先する

船舶先取特権は次の債権に限定されている。

(1) 船舶の運航に直接関連 して生 じた人身損害の係る損害賠償請求権

(ii) 救助料及び船舶の負担に属する共同海損分担金

(■0 航海に関し船舶に課された諸税、水先料及び引き船料

(iv)航海継続に必要な費用に係る債権

(v) 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権

この改正法が成立すれば、船舶先取特権の成否及び船舶抵当権との優先関係を決定す

る法律について日本法が適用になる場合においても船舶抵当権に優先する船舶先取特

権の範囲が限定される。

留置権との優劣

留置権には本来的な意味での優先弁済的効力 (目 的物を換価 してそこから優先的に弁

済を受ける効力)は なく、担保物権としての法的な効力は弱い。しかし、
「

抵当権者が、

留置灌の臨 こヽ″ジ鯵 ら八 その」的物盈妨わ喀 こと形ゞでき落″ヽ 所彦レたがZ暦た

をたその賃権額み彬″ なケテれ「ゞ 目的物のテ1渡とをダ7//ぢ こと″ゞできないみろ t民執

′フ秦、′2秦、〃 秦 Fつ、受娑上 /y、 留酵 考力ゞ船猶抵当獲考だ魔坊 方ぢ結果 と

/rgノ “とされる。

船舶賃貸借との優劣

船舶抵当権と船舶賃借権 (裸備船)と の優劣は原則として登記の先後による (商法

703条)が、/物%と ιム 膨 ガ を超え/rレa期の寛鰺 ′J、 励 狂学″メク凌tこ登

房詩ワ窮 のであっても、抵当権 ,こ対抗 チうどと″ゞでき逐 1薦法 滲懇秦 テ雰 民法

島び秦、ワ 秦ノノ
箭
とされる。

銘
同法律案は平成 窮 年 10月 18日 に国会に提出されてお り、法務省ホームページにおいて公開されている。

]6前
掲中村 一箱井「海商法 [第 2版]J390頁より引用

86前
掲中村 =箱井「海商法 [第 2版 ]」 390買 より引用
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(e)第三取得者 との関係

船舶抵当権設定後に当該船舶の所有権を取得 した第三取得者に対 しては船舶抵当権の

追及効が及ぶ。 したがつて、船舶抵当権が実行 され船舶が売却 されると第三取得者は

所有権を失う。

このような第三取得者の不安定な地位を安定させるため、民法は代価弁済 (民法 378

条)と抵当権消滅請求制度 (民法 379条以下)を採用 してお り、船舶抵当権にも適用

される。第三取得者から抵当権消滅請求がなされた場合には、抵当権者はそれを阻止

するためには競売の申立てをしなければならない。

このように、抵当権設定後に第二者が抵当目的船舶の所有権を取得すると、抵当権者

としては第三取得者による抵当権消滅請求により抵当権実行を強制される可能性があ

り、競売申立をするか否かの判断の自由度が害されることとなる。このため抵当権設

定者が第三者に抵当目的船舶の所有権を移転することを制限する必要があり、そのた

めの確約・表明保証が日本籍船舶抵当権設定契約書においても規定されることが多い。

(3)船舶抵当権の処分

船舶抵当権の処分の形態として、転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の放棄、抵当権の順

位の譲渡、抵当権の順位の放棄 (商法 848条 3項、民法 376条 1頂)及び抵当権の順

位の変更 (商法 848条 3頂、民法 374条)がある。

(4)船舶抵当権の消滅

船舶抵当権は物権一般に共通の消滅原因 (混同、放棄、抵当船舶の滅失
yな

ど)、 担

保物権に共通の消滅原因 (被担保債権の消減、抵当権の実行など)に より消滅する他、

抵当権特有の消滅原因として前述の代価弁済、抵当権消滅請求制度がある。また、抵

当権消滅に関する特別の規定として、船舶抵当権は債務者及び抵当権設定者に対する

関係では被担保債権 と同時でなければ時効消滅 しないものとされている (商法 348条

3項、民法 396条 1項 )。

(5)特殊の船舶抵当権

(al共 同抵当

"一
の働 物 賜 影 ιて数燻の不軸竜こだ抵当権力=設定されること″湯 ク,ご

♂
但 し、減失の場合、保険金請求権への物上代位権が発生 し得る。
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/2を共周哲当 と〃力 でいあノ
認
とされる。船舶抵当権についても共同抵当が認め

られてお り、同一の債権の担保 として数隻の船舶に抵当権を設定することができ

る (商法 848条 3項、民法 392条、同 398条参照)働。

(b)根抵当

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する

抵当権であるが、船舶抵当権についても根抵当権による設定方法が認められてい

る (商法 848条 3項、民法 398条の 2)。 日本籍船舶に対するフアイナンスにお

いて、特にシンジケー トローン又は協調融資の場合に、船脳根抵当権が設定され

ることがある。

根抵当権についても、共同抵当による方法が認められているところ、共同根抵当

には、狭義の共同根抵当と累積的共同根抵当がある。

共同根抵当とは、同一の債権の担保として数個の船舶の上に根抵当権が設定され、

その設定 と同時に同一の債権の担保 として設定された旨を登記 した場合をいい、

この場合には共同抵当に関する民法 392条、393条が適用される(商法 848条 3項、

民法 398条の 16)。

累積根抵当とは、数個の船舶の上に根抵当権が設定され、それが同一の債権の担

保として設定されたのではない場合、あるいは同一の債権の担保 として設定され

たが設定と同時にその登記がなされていない場合をいい、この場合には民法 3ツ

条、393条の適用はな く、各船舶の代価につき各船舶ごとに設定された極度額に

至るまで優先権を行使することができる (商法 848条 3項、民法 398条の 18)。

日本籍船舶に対するファイナンスにおいて、シンジケー トローン又は協調融資の

場合になぜ船舶根抵当権が利用されるのか、船舶根抵当権と船舶普通抵当の違い

について検討する。

(:)貸付方法 (被担保債権)の違い

根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保す

るものである (民法 398条の 2)のに対 し、普通抵当の被担保債権は特定の

毬
前掲「新版注釈民法 (9)」 429頁 より引用。なお、共同抵当に関 しては共同抵当が設定される船舶及び当該
抵当権が登記事項 とされ (船舶登記令 35条 1項、不動産登記法 83条 1項 4号 )、 共同担保 目録が作成 され、

当該担保権の登記の末尾に共同担保 目録の記号及び目録番号が記録される (船舶登記令 35条 1項、不動産登

記法 83条 2項、不軸産登記規則 166条 )。D共
同抵当の詳細については、前掲「新版注釈民法 (9)」 428買以下、前掲「我妻 有泉コンメンタール民法 総則

物権 債権 (第 4版 )」 627頁以下参照。
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債権であることを要する。通常のタームローンあるいは分割貸付、限度貸付

を被担保債権 とする場合には、被担保債権が特定されているため根抵当権を

設定することはできず普通抵当権が設定される。リボルビング方式のローン

を被担保債権 とする場合には、コミットメントラインの範囲内で何度でも借

入 と返済が可能であるため、特定の債権ではなく、普通抵当を設定すること

はできず根抵当権が設定される。

(il)設定方法

「
錦 上、き通抵当権 /_つ いて7弟賜嘱″つ個房頓独立方式だメク設定 され必ど

とだな必_/° とされている。日本籍船舶に対するシンジケートローン又は協

調融資では、各貸付人のために同順位の別個独立の根抵当権が設定されるケ

ースが多い。

(iil)メ リット/デメリット

前述のとおり普通抵当権の場合には、優先弁済的効力を第三者に対抗できる

被担保債権の範囲が、利息及び遅廷損害金について最後の2年分に限定され

ている (民法 375条 )。 これに対して、根抵当の場合には、このような制限

はなく極度額の範囲内で優先弁済的効力を第三者に対抗できる。また、前述

のとおり普通抵当権の場合には変動金利を登記することが実務上できないた

め、変動金利の場合において金利をどのように記載するか問題となるが、根

抵当の場合には金利の利率を登記しないため、この点が問題とならない。

根抵当権設定者は、根抵当権設定から3年を経過したときは被担保債権の元本確

定請求をすることができ (民法 398条の 19)、

「
同請求権 の狩約だメ必放棄もノ

ゎろ″てい少レツ
咀

とされている。したがつて、貸付人の貸付義務が存続してい

る場合に根抵当権設定者により元本確定請求がなされることを事実上阻止するた

め、√ノが″どング・ノアングテイ上の資狗り惨物ラテ笏ιてレユ落慶 ク、友ガ疾磨

設定者力ち の確定請求イま期限り力必菱女事占力賛″鋳彦つ疼 磨 翡 |こ該当方ガ旨

を、駐纂勃姓 だ明記 ιて́ み/p・ぎな ら/rレ V鬱 とされている。

°
佐藤正謙監修 菅原雅晴他著「シンジケー トローンの実務 [改訂版]J(金融財政法務事情研究会)12買 より引用。

・ 前掲佐藤「シンジケートローンの実務 [改訂版]」 177頁 より引用
宅
前掲佐藤「シンジケートローンの実務 [改訂版]Jl″ 買より引用

-14- - 15 -―
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4船員の国籍要件

日本籍船舶の船舶所有者は、その船舶に、船長及びその他の船舶職員 として海技免状を有す

る海技士を乗 り組ませなければならない (船舶職員及び小型船舶操縦者法 18条 1項)43。

但 し、国際船舶制度
4に

基づ き一定の日本籍外航船舶に関して、1978年 の船員の訓練及び

資格証明並びに当直の基準に関する国際条約 (sTcw条約)の締約国のうち日本 と二国間協

定を締結 した国の資格証明書を受有する者が国土交通大臣の承認を受け、指定された就業範

囲内で日本船舶の船舶職員として乗 り組むことができる制度として平成 ll年 5月 に承認船

員制度 (船舶職員及び小型船舶操縦者法 23条 1項、23条 5項 )力靖J設 されている
も
。

これに対 して、パナマ、リベリアなど便宜置籍船を採用 している国の多 くは STCW条約締

約国のライセンスをもつ船員には、船員の国籍に拘わらず書類審査のみで職員 (―Offlccr)

のライセンスを発行している
こ
。

以上のとおり、日本籍内航船舶の船長及びその他の船舶職員は原則として日本人船員でなけ

ればならないが、海上運送法施行規則第 43条 1項 1号ないし4号の国際船舶の要件を充た

す日本籍外航/HN舶 については船長及びその他の船舶職員について上記の承認船員 (外国人船

舶職員)が認められている。しかしながら、日本籍外航船舶における承認船員制度は書類審

査のみの便宜置籍船と比較すると承認取得のハードルが高いため、便宜置籍船と比較して船

員の確保にコス トがかかることが今後の課題となっている。

5外航船舶と比較した場合の内航船舶の特殊性

(1)内航海通業の登録

総トン数 100ト ン以上又は長さ30メ ートル以上の船舶による内航海通業を営もうと

する者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならず (内航海運業法3条 1項 )、

電
船舶職員及3/Jヽ型船舶操縦者法において、「海技士Jと は、同4条の規定による海技免許を受けた者をいい (船
舶職員及 l■ /1ヽ 型船舶操綻者法 2条 5項 )、 海技免許は国土交通大臣が行う海技士国家試験に合格し、かつ国土
交通大臣の登録を受けた海技免許講習の課程を修了した者について行われる (船舶職員及

‐
0/1ヽ型船舶操縦者

法 4条 2項)と されている。
虫
国際船舶制度とは、わが日外航海運の国際競争力を確保し、日本籍船の減少に歯止めをかけるべく、日本籍
船のうち国際海上輸送の確保上で重要な船舶 (海上輸送法施行規則 43条 1項 1号ないし4号の要件を充たす
船舶)を 国際船舶と位置づけ、海外への譲渡、貸渡にういて届出制 中止勧告制を取る一方、税制上の支援
措置を講ずるとともに、外国人船員 (職員)の配乗を可能にする制度であり、平成 8年 10月 に発足 した (日

建護聴鍵畜Ⅷ 難難」韓舞鶴:額紺養号駿溺与
招脇路怒淫桜翻 遅孟急忌露‰ 聡亀齢隷謎離 七

ψ
itts"

www spior870pri可 /prttc髄 shfom五ぉII ncw sに tcrtaclmmbcr 2004 8生 l htlnl)及 び逸見真著「便宜置籍船論」(信
山社)127頁及び128買、132買参照
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内航海逗業者の登録を受けようとする者は、内航海遷業法 4条 l項各号に定める事項

を記載した申請書に、資金計画、船員配乗計画その他の国土交通省令で定める事項を

記載した事業計画を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない (同法4条 1項、

同 2項)。

内航海通業の登録の申請があつた場合、国土交通大臣は、内航海運業法 6条 1項の場

'合を除き、同法 5条 1項各号に定める事項を内航海逗業者登録簿に登録し、遅滞なく

その旨を申請者に通知しなければならず (同法 5条 1頂、同 2項 )、 登録簿は公衆の

縦覧に供される (同法 3条 3項)。

したがって、日本籍内航船舶に対するフアイナンスの場合において、OmCrが新規登

録業者である場合には、内航海運業の登録の確認のため、内航海運業者登録通知書の

写しをファイナンス実行の前提条件として徴求しておくことが望ましい。また、内航

海逗業登録申請書、添付書類の写し (資金計画等の事業計画)も あわせて徴求してお

くことが望ましい。

また、内航海逗業者の登録を受けた内航海運業者が同法 4条 1項各号に掲げる事項を

変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならず、この

場合上記の内航海運業の新規登録に係る同法 5条及び6条が準用される (同 法 7条 1

項)。

したがって、日本籍内航船舶に対するフアイナンスの場合において、OWncrが既存登

録業者である場合
47に

は、変更登録確認のため、変更登録通知書の写しをフアイナン

ス実行の前提条件として徴求しておくことが望ましい。また、内航海運業変更登録申

請書の写しもあわせて徴求しておくことが望ましい。

(2)内航海違暫定措置事業

内航海通暫定措置事業
4と

は、船腹調整事業の廃上に伴う激変緩和措置として平成

10年 から導入された制度で、自己所有船舶の解撤等を行う者に対して、日本内航海

逼組合総連合会 (以下「 総連合会 」という)が交付金を交付し、その財源として内航

海逗業者が新たに内航船舶を建造等する場合に、総連合会に対し納付金を納付する。

但し、一定の要件を充たす場合には上記納付金の免除を受tォることができるものとさ

晃卓晃洗最義良婦晶傘栗贔島篇 」T内航海通業法 4条 1項 3号 において「使用する船舶の名称、船種、総 トラ

が登|・R事項とされているため、既存登録業者が新たに船舶を取得する

'
ついて変更登録が必要となる。

娼

空優弩fヨニ 卓民烹齋4で礁 1渾|ヽ

｀日本内航海連組合総連合会のホームページの暫定措置事業 (■■pツ/wWW

lと ぉぃてわかりやす く解説されている。

海事法研究会誌 2018 2(No 238)

れた
49。

このため、新たに内航船舶を建造する場合には、総連合会に建造等の認定申請を行い

その認定を得ること (内航海逗暫定措置事業規程 7条 )、 並びに、納付金の納付 (同

7条)又は納付金の免除を受けること (同 9条)が必要となる。

したがつて、日本籍内航船舶の建造資金のファイナシスの場合、Ownerが納付金を納

付する場合には、建造等認定 (起工認定)通知書の写し及び建造等納付金納付認定通

知書の写 し
59を

、ファイナンス実行の前提条件 として徴求 してお く必要がある。

Ownerが納付金の免除を受ける場合には、建造等認定 (起工認定)通知書の写し及び

建造等納付金免除通知書の写しを、ファイナンス実行の前提条件として徴求しておく

必要がある。

(3)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構との共有建造事業

共有建造事業
Ы
とは、国内旅客船又は国内貨物船の建造について、独立行政法人鉄道

建設・運輸施設整備支援機構 (以下「機構 」という)と 内航海運業者等海上運送事業

者 (以下「事業者 Jと いう)と の共有建造業務を通じて機構が内航海運業者に対して

低利 。長期資金を供給し、また、建造に関する技術的支援を行う事業をいう。

事業者の申込みに応じて事業者と機構が費用を分担して船舶の建造を造船所に共同発

注し、完成した船舶は費用の分担割合に応じて事業者と機構が一定期間共有する。共

有船は事業者が使用 管理し、これによる収益及び費用はすべて事業者に帰属し、事

業者は機構に対して機構の共有持分の使用料として元金均等割賦弁済方法により計算

した元金及び利息に相当する金額を共有期間を通じて支払うことにより機構が分担し

た建造費用を弁済する。共有期間満了時に減価償却後の残存簿価で事業者が機構の持

分を買い取ることにより事業者の 1000/O所有船となる。機構が共有持分を有するため

原則として担保が不要である点、低金利である点、共有船の耐用年数に応じて 7年か

ら15年の長期の返済が可能である点、税制の優遇などが事業者にとってのメリット

となっている。

機構との共有建造事業における事業者の費用負担部分のファイナンスをする場合に

は、機構と事業者の間の共有契約は最重要であり、ファイナンス実行の前提条件とし

て共有契約書の写しを徴求しておくことが望ましい。また、共有契約は通常船舶の竣

°
平成 28年度以降は、環境に適応 した船舶を代替建造する場合等においては納付金の一部を減額する建造等納
付金単価における代替建造単価の適用を受けることができるものとし、納付金の免除制度は廃止される (日

本内航海運組合総連合会平成 27年 5月 22日 付「暫定措置事業の今後について」12頁以下参照)
50平

成 28年度以降は、これらに追加して、建造等納付金単価における代替建造単価の適用を受ける場合には被
代替船認定内定通知書をファィナンス実行の前提条件として徴求しておく必要がある。

51共
有建造事業については、独立行政法人鉄道建設 運輸施設整備支援機構のホームページの共有建造業務概

要のページ (Lttp lw珂 ftt gottp/023ushesshrcsscttcsscl galyoVhtml)に おいてわかりやすく解説されている。
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工時に締結されることから、建造中のフアイナンスを実行する場合には、機構 に対 し

て共有建造事業を申し込みした際の機構共有船舶建造申込書及びその他の提出書類の

写しをフアイナンス実行の前提条件として徴求しておくことが望ましい。

なお、機構と事業者の間の共有契約において、通常、事業者は機構の承認を受けなけ

れば事業者の共有持分について譲渡、抵当権設定、及びその他の処分をすることがで

きないとされている。このため、機構との共有建造事業における事業者の費用負担部

分のフアイナンスをする場合には、事業者の共有持分に抵当権の設定を受けるために

機構の承認を取得する必要がある。したがつて、抵当権設定に関する機構の承認もフ

ァイナンス実行の前提条件とすることが望ましい。

(4)船舶安全法に基づく検査

日本籍船舶を所有する者は、当該船舶について定期検査及び中間検査を受けなければ

観ビぞ轄雪写籍経鰈層らそ昆と試 Υ離 暫ヽ乳
として螂効

(al定期検査 ‐日本籍外航船舶、内航船舶共通

定期検査は、船舶を初めて航行の用に供するとき又は船舶検査証書の有効期間
53

が満了したときに行う検査とされている (船舶安全法 5条 1項 1号 )。 なお、定

期検査は船舶検査証書の有効期間の満了前に受けることができる (船舶安全法施

行規貝」17条 )。

定期検査に合格すると、管海官庁は、船舶検査証書を交付し (船舶安全法 9条 )、

船舶検査手帳に所定の事項を記載して検査申請者に返付する
弘

(船舶安全法 10

条の 2)。

(b)中間検査

中間検査は、定期校査と定期検査との中間において、国土交通省令の定める時期

に行う街易な検査とされている (船舶安全法 5条 l項 2号、船舶安全法施行規則

18条 )。 外航船舶と内航船舶については次の通り規制が異なる。

彦甥5aξ二毎髯懃窺 浮鳥爛
聡 権 蓬 葦 綿 ポ 笥 嘉 藍 稿 i稀徐 ξ 郁 晶基 言 :・楽盈 もう 術 跡 馳 船 臓 雛 嚇 調

手曽暴驚 彦ζi権「 懃亀経 阜嶺系銃 ご貌暫富

雛 m条 1項参Ю

―- 18 -一

海事法研究会誌 2018 2(No 238)

(1)外航船舶 ―第 2種中間検査及び第 3種中間検査

国際航海に従事する長さ24メ ートル以上の船舶 (船舶安全法施行規則 18条

2項 1号 ないし3号の船舶を除く)、 すなわち、外航船舶については原則と

して、毎年検査基準日
あ
の前後3ヶ 月以内に第 2種中間検査

醐
を受検 し、定

期検査又は第3種中間検査に合格 した日から86ヶ 月以内に第 3種中間検査
♂

を受検することとされている (船舶安全法施行規則 18条 2項の表第 4号 )。

(■)内航船舶―第 1種中間検査

内航船舶については原貝」として船舶検査証書の有効期間の起算日から21ケ

月後の応当日より39ケ 月後の応当日までの間に第 1種中間検査
S8を

受検す

ることとされている (船舶安全法施行規則 18条 2頂の表第 6号)。

中間校査に合格すると、管海官庁は、検査申請者に対して船舶検査証書を返付し

く船舶安全法施行規則 37条 )、 船舶検査手帳に所定の事項を記載して検査申請者

に返付する。中間検査に合格しなかった場合には、合格するまで船舶検査証書の

効力が停止する (船舶安全法 10条 5項 )。

(c)管海官庁による検査 (JG検査)と 船級検査の関係

日本籍外航船舶について

日本においては、国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け船級登録 し

た船舶 (旅客船以外)は、その船級を有 している間、管海官庁の検査 (特別検査

を除 く)を受けこれに合格 したものとみなされ (船舶安全法 8条 )、 日本籍外航

船舶に関して同条の船級協会 としては、NK、 LR、 DNV GL及 び ABSが国土交

通大臣の登録を受けている
い
。 したがつて、これらの船級協会の定期検査、年次

弱
「検査基準日」とは、船舶検査証書の有効期間が満了する日に相当する毎年の日をいう (船舶安全法施行規則

18条 2項の表の備考欄)。
開
「第2種中間検査Jと は、(1)船体、機関、排水設備、操舵 繋船及び揚錨の設備、荷役その他の作業の設備、

電気設備その他国土交通大臣において特に定める事項について行う、船体を上架すること又は管海官庁がこ

れと同等と認める準備を必要としない検査 (船舶安全法施行規則 18条 1項 2号)及び (2)救命及び消防の設備、

航海用具、危院物その他の特殊貨物の積附設備、満載喫水線並びに無線電信等について行う検査 (船舶安全

法施行規則 18条 1項 4号)をいう (船舶安全法施行規則 18条 1項 )。
y「

第 3種中間検査Jと は、(1)船体、機関、排水設備、操舵 繁船及び揚錨の設備、荷役その他の作業の設

備、電気設備その他国土交通大臣において特に定める事項について行う、船体を上架すること又は管海官庁

がこれと同等と認める準備を必要とする検査 (船舶安全法施行規則 18条 1項 1号)及び (2)帆装、居住設備、

衛生設備について行う検査 (船舶安全法施行規則 18条 1項 3号)をいう (船舶安全法施行規則 18条 1項 )。

58「
第 1種中間検査Jと は、第 2種中間検査及び第 3種中間検査をすべて行う中間検査をいう (船舶安全法施行

規則 18条 1項 )。

9国
土交通省海事局検査測度課平成 24年 12月 21日 付 Press Rclease(htμ 〃wwv ml■ gojP/commOIL000233∞ 8
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検査、及び中間検査を受け、これに合格してその船級を有している間、当該船舶

について管海官庁による定期検査及び中間検査に合格したものとみなされる。こ

の場合、管海官庁に対する船舶検査証書の交付申請により、管海官庁は船舶検査

証書を交付することになり、別途管海官庁による定期検査及び中間検査を受検す

る必要はない。

(li)日 本籍内航船舶について

日本籍内航船舶の内、owncrが NK等の船級を取得している船舶については、上

記 (c)ぐ)と 同様に、NK等の船級協会の定期校査及び中間検査を受けこれに合

格してその船級を有している間、当該船舶について管海官庁による定期検査及び

中間検査に合格したものとみなされる。この場合、管海官庁に対する船舶検査証

書の交付申請により、管海官庁は船舶検査証書を交付することになり、別途管海

官庁による定期検査及び中間検査を受検する必要はない。

(5)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく検査

(a)定期検査→海洋汚染等防止証書

(1)日 本籍外航船舶、内航船舶共通

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (以下、「海洋汚染等防止法」

という)19条の 36の表に定める検査対象船舶は、原貝Jと して有効な海洋汚

染等防止証書の交付を受けなければ航行の用に供することはできず (同 19

条の44第 1項 )、 国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない (同

19条の 36)。 定期検査に合格した場合には、国土交通大臣は船舶所有者に対

して海洋汚染等防止証書
ω
を交付し (同 19条の 37第 1項 )、 海洋汚染等防

止手帳に所定の事項を記載して返付する (同 19条の 42)。

(工)日本籍外航船舶について

検査対象船舶は有効な国際海洋汚染等防止証書の交付を受けなければ国際航

海に従事することができないため (同 19条の 44第 1項 )、 日本籍外航船舶

の所有者はさらに国際海洋汚染等防止証書
61の

交付を国土交通大臣に対して

申請し、申請により国土交通大臣は国際海洋汚染等防止証書を日本籍外航船

舶の所有者に対して交付する (同 19条 の 43)。

ω
海洋汚染等防止証書の有効期間は、一定の船舶 (平水区域を航行区域 とする船舶であつて国土交通省令で定

めるもの)を 除き、原則 5年 とされている (海洋汚染等防止法 19条の 37第 2項 )。

い
国際海洋汚染等防止証書の有効期間は、海洋汚染等防止証書の有効期間満了日までとされている (海洋汚染

等防止法 19条 の 43第 3項 )。

磁
陰越髪日∫1綾 i 闇)。
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中間検査→海洋汚染等防止証書

海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染
等防止証書の有効期間中において回土交通省令で定める時期に、国上交通大臣の
行う中間校査を受けなければならない (海洋汚染等防止法 19条の 38)。 中間検
査には第 1種中間検査及び第 2種中間検査があり (海洋汚染等及び海上災害の防
止に関する法律の規定に基づ く船舶の設備等の検査等に関する規則 (以下、「海
洋汚染等防止法検査規則Jと いう)14条 土項)、 外航船舶と内航船舶については
次の通り規制が異なる。

1)日本籍外航船舶について_第 1種中間検査及び第2種中間検査

外航船舶については原則として毎年検査基準日
¢
の前後3ヶ 月以内に第2種

中間検査を受検し、海洋汚染等防止証書の有効期間の起算昌の後の2回 目又
は3回 目のいずれかの検査基準日の前後3ヶ 月以内に第 1種中間検査を受検
することとされている (海洋汚染等防止法検査規則 14条 1項の表第 1号)。

中間検査に合格すると、外航船舶については、回土交通省地方運輸局長 (以

下「 地方運輸局長」という)が倹査申請者に対 して、海洋汚染等防止証書及
び国際海洋汚染等防止証書を返付 し、海洋汚柴等防止手帳に所定の事項を記
載して返付する (海洋汚柴等防止法検査規則 32条 1項 )。

中間検査に合格しなかった場合には、合格するまで海洋汚染等防止証書及び

国際海洋汚染等防止証書の効力が停止される (海洋汚染等防止法 19条の
40、 同 19条の43第 4項 )。

CO日本籍内航船舶について _第 1種中間検査のみ

内航船舶については、原則として海洋汚染等防止証書の有効期間の起算日か
ら21ヶ 月後の応当日より39ヶ 月後の応当日までの間に第 1種中間校査を受
検することとされている(海洋汚染等防止法検査規則 14条 1項の表第 2号 )。

中間検査に合格すると、内航船舶については、地方運輸局長が検査申請者に
対して、海洋汚染等防止証書を返付 し、海洋汚染等防止手帳に所定の事項を
記載して返付する (海洋汚染等防止法検査規則 32条 1項 )。
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中間検査に合格しなかつた場合には、合格するまで海洋汚染等防止証書の効

力が停止される (海洋汚染等防止法 19条 の 40)。

(c)JG校査と船級検査の関係

(i)日 本籍外航船舶について

日本においては国土交通大臣の登録を受けた船級協会の検査を受け船級登録

した検査対象船舶は、その船級を有している間て国土交通大臣の法定検査に

合格したものとみなされ (海洋汚染等防止法 19条の 46第 2項 )、 日本籍外

航船舶に関して同条の船級協会として、NK、 LR、 DNV GL及 びABSが 国

土交通大臣の登録を受けている
∝
。したがつて、これらの船級協会の検査を

受けこれに合格してその船級を有している間、当該船舶について海洋汚染等

防止法上の定期検査及び中間検査に合格したものとみなされる。この場合、

国土交通大臣に対する海洋汚染等防止証書の交付申請により国土交通大臣が

海洋汚染等防止証書を交付することになり、別途国土交通大臣の行う定期検

査及び中間検査を受検する必要はない。

(11)日 本籍内航船舶について

日本籍内航船舶の内、03nerが NK等の船級を取得している船舶については、

上記 (5)(c)(i)と 同様に、NK等の船級協会の定期検査及び中間検査を受

けこれに合格してその船級を有している間、当該船舶について海洋汚染等防

止法上の定期検査及び中間検査に合格したものとみなされる。この場合、国

土交通大臣に対する海洋汚染等防止証書の交付申請により国土交通大臣が海

洋汚染等防止証書を交付することになり、別途国土交通大臣の行う定期検査

及び中間検査を受検する必要はない。

(6)安全管理システム

(a)国際安全管理コード (ISMコ ード)

(1)日 本籍内航船舶について

ISMコ ードは国際航行に従事する船舶のみに適用するもの
&と

されており、

内航船舶に対してはISMコ ードの適用はない。            ,

aa国土交通省海事局検査測度課平成 24年 12月 21日 付 Prcss Rcleasc(http:〃wttw mht gojp/commol■ 000233098

α
熟 念矯議関士協会技術委員会編「船舶管理実務基礎編J176頁参照

6船
舶安全管理認定書及び適合認定書の有効期間はそれぞれ 5年間とされている。
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(li)日 本籍外航船舶について

日本籍外航船舶については IsMコ ー ドの適用があ り、ISMコ ー ドに基づ く

安全管理システムを文書化 した安全管理手引書を作成 して、道合書類 (DOC)
の写 し及び安全管理証書 (SMc)と ともに船内に備え置かなければならな

い (船舶安全法施行規則 12条の 2第 1項、第 3項 )。 ISMコ ー ドの要求を満

たしている場合には、日本国政府又はNKな ど日本国政府が認定 した団体に

よつて DOC(ISMコ ー ド132)、 仮 SMc(同 142)、 SMC(同 137)が発行

さオιる
。5。

(b)ISMコ ー ドに相当する船舶安全管理認定書等交付規則 ―日本籍内航船舶について

内航海連業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国

土交通大臣に届け出なければならないとされ、これを変更 しようとするときも、

同様とされている (内航海運業法 9条 1項 )。

ISMコ ー ドに相当する船舶安全管理認定書等交付規則が、船舶安全法施行規則第

12条の 2第 1項の規定の適用のある船舶以外の船舶に対 して、「申請に基づき」、

適用 される (船舶安全管理認定書等交付規則第 2条 )。 日本籍内航船舶の Owner
の多 くが任意に同規則の適用を申請 しているが、これは荷主の要請に基づ くケー

スが少なくない。

内航船舶に対 して適用される船舶安全管理認定書等交付規則の概要は次の通 りで

ある。申請者は、船舶安全管理規程 (船舶安全管理システムを文書化 したもの)

について国土交通大臣の審査を受け、船舶安全管理規程が要件に適合 していると

認められれば、管海官庁からDOCに相当するものとして適合認定書 (船舶安全

管理認定書等交付規則 3条 3頂 )、 仮 sMcに相当するものとして仮船舶安全管

理認定書 (同 4条 )、 SMCに相当するものとして船舶安全管理認定書 (同 3条 3項 )

が発行される“。これらの証書の交付を受けた場合には、船舶ごとに船舶安全管

理規程とともに船舶内に備え置かなければならないとされている (同 7条 )。

(7)無線ライセンス

C)外国籍外航船舶

当該船舶に関する無線ライセンスを証明する文書として、外国籍外航船舶の場合
には通常、演国政府によるRadlo St前 on cemicateが発行される。

6SMC及
び DOCの 有効期 間は 5年間 とされてい る (ISMコ ー ド)。
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(11)日 本籍船舶共通

日本籍船舶の場合には外航船舶か内航船舶かを聞わず、総務省総合通信局長によ

る無線局免許状が発τされる。

(8)付保する保険の内容 ―P&I保険

日本籍船加の船舶保険に関 しては、外航船舶と内航船舶で異なるところはほとんどな

い。しかし、P&I保険に関しては外航船舶と内航船舶で異なる点が少なからずある。

(a)外航船保険 ―日本籍外航船舶について

基本的には、外国籍船舶 と日本籍外航船舶に関するP&I保険の内容、その填補

内容に差異はない
伊
。日本船主責任相互保険組合

'こ

おける外航船保険は、原則 と

して国際船級協会連合 (IACS)力口盟の船級又は同等の機関 (JG等)並びにISM

コー ドを保持 し国際航海に従事する船舶が対象 とされてお り
ω
、日本船主責任相

互保険組合における保険填補の概要は次のとお りである
ω
。

保険金額 原則上限なし、但 し油濁責任については上限 10億米 ドルとする

保険期間 2月 20日 1200GMT(グ リニツジ標準時)(2100JMT(日 本標準時))

から翌年 2月 20日 1み00GMT(グ リニツジ標準時)(2と∞JMT(日 本

標準時))ま で

保険填補の範囲

個々の船舶の契約条件により異なるが、原則 として保険契約規定第 2

章「てん補の範囲Jに定められている以下の損害及び費用がてん補の

対象 となる

(a) 船員に関する責任及び費用

(b) 船客に関する責任及び費用

(c) 船員及び船客以外の人に関する責任及び費用

(d) 密航者又は難民等に関する責任及び費用

(e) 他船との衝突に関する責任及び費用

く0  財物等に関する責任及び費用

(B) 汚濁に関する責任及び費用

舒風耐継舶tr閣士ム,A/1保険については前掲瀬野「船舶融資収引の実務 (全訂版)J89頁以下に記載 されてい
舒
外航船舶に関するP&X保険につい

患:奈総圭憂娃娼畳倹絲 二会交こじ
uま帝

好
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(1) 曳航に関する責任及び費用

(i) 第三者 との契約に関する責任及び費用

C) 防疫に関する責任及び費用

(k) 積荷に関する責任及び費用

①  共同海損

(m) 過怠金

(n) 責任防衛等のための費用

保険料  外航船保険は前払県険料 (A歳ance C証1)と 追加保険料 (supPlementan/

Call)の 組合せ方式 。当該保険年度終了後 、保険成績等を検討 した上

で追加保険料の支払義務あ り

また、日本船主責任相互保険組合は、P&I保険事故を理由として加入船舶がいず

れかの国で差し押さえられ、もしくは差し押さえられようとしている場合、組合

員である船舶所有者が負う責任の支払を日本船主責任相互保険組合が保証する内

容の Leter of Guaranteeを 発行して差押えを解除えは回避し、日本船主責任相互

保険組合の保証状に代えて銀行保証状などの保証を要求された場合にはその発行

段取 りを進める。

(b)内航船保険―日本籍内航船舶について

日本船主責任相互保険組合における保険てん補に関し、内航船舶の場合には、外

航船舶と比較 して次の特徴がある
Ю
。

(1)て ん補の範囲

相対的にてん補の範囲が外航船保険と比べて限定的である。具体的には、個々

の船舶の契約条件により異なるが、原則として保険契約規定第 2章「てん補

の範囲」に定められている損害及び費用のうち、主に次の損害、費用がてん

補の対象となる
狙
。

(a)船員に関する責任及び費用 (保険契約規定 19条 )

(b)船員及び船客以外の人に関する責任及び費用 (同 21条 )

(c)財物等に関する責任及び費用 (同 24条 )の うち、(1)港湾設備等に

生 じた損害に関する責任 (同 条 1号 )、 (2)接触及び衝突以外の原因

により第三者の船舶、積荷及び財物に生じた損害に関する責任 (同条
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驚

罐

選

議

醤

鰺

藍

簿

緩

機

種

踵

蔭

簿

係

農

一澪

μ

鮮

縦

体

Ｆ

慧

榛

犠

越

睦

膠

嬢

甕

蓬

麟

騒

顕

撥

譲

譲

錢

堪

華
筆

余

き

■
長

“
警

議

軽

麗

醤

轟

選

麓

範

巖

麗

越

懸

譲

ド

猾
日本船主責任相互保喰組合における内航船保険の概要について同組合ホームページ (httpSツ府wv pichb orjp/

Cn的なヵeんoast)に まとめられているので、参照のこと。
積荷に関する責任及び費用 (同組合保険契約規定 29条)については原則としててん補の対象から除外される
が、運送契約の実態を検討の上、別途保険料を申し受けて引き受けることも可能である旨同組合ホームペー
ジ (llos..■・lwpiclub Orly針 Ⅲ/けpc coaSt)に 記載されている。
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2号 )、 及び (3)船外撤去等の費用 (同条 3号 )

(d)汚濁に関する責任及び費用 (同 25条 )

(c)曳航に関する責任及び費用 (同 26条 )

①  過怠金 (同 31条 )

(g)責任防衛等のための費用 (同 32条 )

GD保険金額

1回の事故につき日本船主責任相互保険組合が支払う保険金の最高限度額

(保険金額)の設定があり、加入船舶の総トン数、船型、船種に応じて1億円、

15億円、25億円、10億円、20億円、50億円、80億 円から選択して設定す

る。

外航船保険と異なり保険金額の設定があるのは、内航船については外航船 と

比較 して相対的にリスクが限定されており、事故が起こった場合の損害及び

費用が外航船と比較 して月ヽ額にとどまるケースがほとんどであることが理由

の一つであると考えられる。

(lil)保 険料

保険料は、てん補範囲に応 じ甲、乙、丙に分類された契約毎
72に

、保険金額、

船型、船種に応 じた定額保険料 となっている。

6.日本籍船舶ファイナンスに際 し徴求する文書及びコベナンツ

日本籍船舶に対するフアイナンスに際 し貸主が借主あるいは担保提供者から徴求することが

望ましい文書は、貸主が「ファイナンス実行時に受領する文書」と「フアイナンス実行後に

担保管理上徴求する文書」に分類することが可能である。なお、これらの「受領する文書」

の一部については、貸主の借主に対する与信判断等により徴求 しない場合 も少なくない、 し

たがって、筆者らがすべての条件について貸主がこれらの「受領する文書Jを取得すべ きで

あるということを主張しているものではない、ことを申し添える。

(1)フ ァイナンス実行時に受領する文書

日本籍船舶の場合にフアイナンス実行時に受領する文書は、外航船舶と内航船舶で大

きく異なる点はないが、文書名等が異なる。

72「
甲J契約とは標準契約で、「船員の死傷に関する労働協約等に基づく責任」を含むものとされ、「乙」契約と

は「甲」契約から「船員の死傷に関する労働協約等に基づく責任」を除外する契約とされ、「丙」契約とは工

事作業船及び輸送摩について、「船員の死傷に関する労働協約等に基づく責任Jを復活担保する場合の契約と

されている。同組合ホームページ (httЫ ん四町pidub ottp elluw tvpc/coast)参照。
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(i)日本籍外航船舶 日本籍内航船舶共通のファイナンス実行時に受領する文書

(a)船舶所有者により適式に締結された抵当権設定契約の原本及び当該抵当権設

定を日本の管轄登記所に登記するために必要となる全ての文書

(b)当該抵当権に関する、管轄登記所に対する抵当権設定登記申請書の写し及び

同登記所による申請書受理書の写し

(c)船舶所有者により適式に締結された保険金請求権譲渡担保契約の原本 (保険
金請求権に対する質権の場合には、抵当権設定契約において質権設定に関す
る条項が含まれているケースが多いため、上記 (a)を確認する)

(d)本作保険金請求権譲渡担保契約による担保設定に関して、船舶所有者により

保険会社宛発行された譲渡通知書の写し (保険金請求権に対する質権の場合
には、保険会社の所定フォームを使用して作成された質権設定承認請求書の

写し)

(e)日 本の管海官庁によって発行された本船の仮国籍証書の写し

く0本船の無線局免許状の原本証明付写し

(g)本船の船級証書の原本証明付写し (内航船舶についてはNK船級を取得して
いる船舶のみ)勾

(■)本船に関する船舶検査証書の原本証明付写し
μ

(1)本船に関する海洋汚染防止証書の原本証明付写し
75

(ii)日 本籍外航船舶特有のファイナンス実行時に受領する文書

(a)本船に関する国際海洋汚染防止証書の原本証明付写し

(b)IsMコ ードに基づき日本国政府又は日本国政府が認定した団体によって発行

された本船に関する仮安全管理証書 (仮 SMc)及 び適合書類 (DOC)の写

し“

(五)日本籍内航fFHk舶特有のファイナンス実行時に受領する文書

(a)船舶所有者が内航海逗業者として新規登録する場合

惚
新造船の場合には cPと して船級証書を徴求し、中古船の場合にはその時点において船級力S維持されている

盟

題

閣

露

矮

露

艘

騒

機

露

騒

鶴

霞

騒

彊

鐵

罐

蔭

露

罐

藝

矮

議

露

議

電

縁

議

綴

騒

鰺

霰

露

罐

藍

藍

綾

纏

議

睡

議

軽

議

罐

議

露

饉

議

罐

議

鷺

諄

掛

罐

韓

韓

連

俗

鶴

議

鷺

簿

饉

露

議

鰺

籐

緩

鷺

騒

饉

畿

錢

芸
筆

経

轟

輩

葦

醤

簸

露

睦

羹

矮

甕

審

議

羹

鷺

懇

凄

転 縮 臨 縦 赫 羅 禦 郡 縣 織 蔓策 零ィξ!乱 泳ど熟りNK朧 祐 している鋼 につい
てはJG検査を受検することなく申請により管海官庁から船舶検査証書が交付されるため、船級証書を徴求し
た場合には船舶検査証書の重要度は高くはないが、NK船級を取得していない内航船舶についてはFaN級証書を

饂鵜支i無諭羅 肥懸 弘範弗品迫ぉりNK朧第している期につい

蝉騨 輯融 睦 籍 欄麓 哲藝 輯
Ъ
外国籍外航船舶と同様である。
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国土交通大臣発行の内航海逗業者登録通知書、内航海違業登録申請書及びそ

の添付書類 (資金計画、船員配乗計画、事業計画)の写 し

船舶所有者が内航海遅業者として既に登録されている場合

国土交通大臣発行の内航海運業者の変更登録通知書、内航海逗業変更登録申

請書の写 し

(b)船舶所有者が日本内航海逗組合総連合会に納付金を納付する場合

日本内航海通組合総連合会発行の建造等認定通知書、建造等納付金納付通知

書友び被代替船認定内定通知書
7の

写 し

船舶所有者が納付金の免除を受ける場合
78

建造等認定通知書及び建造等納付金免除通知書の写し

くo)船舶安全管理認定書等交付規則に基づき管海官庁によつて発行された本船に

関する仮船舶安全管理認定書及び適合認定書の写し
わ

(2)フ アイナンス実行後に担保管理上徴求する文書

日本籍船舶の場合に徴求する文書は、外国籍外航船舶の場合とほとんど異なるところは

なく、日本籍外航船舶と日本籍内航船舶で大きく異なる点もないが、文書名等が異なる

ものもある。         '

(D日 本籍外航船舶 日本籍内航船舶共通の文書

(a)抵当権設定契約が登記されたことを証する日本の管轄登記所発行の船舶登

記簿謄本又は登記事項証明書

(b)保険金請求権譲渡担保契約による担保設定の対抗要件具備に必要な保険会

社の承諸書 (確定日付取得済み)の原本 (保険金請求権に対する質権設定

の場合には、質権設定承認請求書など保険会社所定フオーム)

(c)ケ ースによりLetcr of Undcrtaklngが 発行されることがあるが、その場合に

は保険金請求権譲渡担保契約の関連条頂上の要求に基づき、本船に対して

船舶所有者名義で契約された本件保険 (P&I保険を除く)に関し、保険会

77被
代替船認定内定通知書については、平成 28年度以降において建造等納付金単価における代替建造単価の適

用を受ける場合に限る。
俗
前述のとおり納付金免除制度は平成 28年度以降は廃止されるため、平成 28年 3月 末までに限る。

角
船舶所有者が船舶安全管理認定書等交付規則の適用を申請する場合のみ。

- 28 -―
―-29 -―
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社により発行されたLeter of UndenalQng(本 船の引渡後、本件保険金請求

権譲渡担保契約の関連条項の下で要求されている保険金支払条項及び解約

告知条項通知が裏書又は添付される)

本船に関しShゃbuJdlng cOttact上 船舶所有者に交付することとされている
一切の文書

日本の管海官庁によって発行された船舶所有者名義の本船の国籍証書の写
し

GD日本籍外航船舶特有の文書

(a)IsMコ ードに基づき日本国政府又は日本国政府が認定した団体によって発

行された本船に関する安全管理証書 (sMc)の写し
働

(五)日本籍内航船舶特有の文書

(a)船舶安全管理認定書等交付規則 に基づき管海官庁によって発行された本船

に関する船舶安全管理認定書及び適合認定書の写 し
肌

(3)コ ベナンッ

通常パナマ籍 MOrtgage等 の外国籍船舶の MOrtgageあ るいはローン契約等においては、

確約、保険関連規定及び乗境法関連規定 (項 目は以下記載のとお り)をお くことが多い。

前掲瀬野「船舶融資取引の実務 (全訂版 )」 28頁 ない し37貢の記載 を参照されたい。
これらのコベナンツについては貸主の借主に対する与信判断等により誓約、確約をして

もらわない場合 も少なくない、 したがって、筆者 らがすべての条件について貸主がこれ

らの「コベナンッ」を取得すべきであるということを主張しているものではない、こと

を申し添える。

保険の付与

本質的改造を伴 うような本船の変更をしない

船級の維持

定期又はその他の検査

先取特権の消滅

使用の制限

情 報

通 知

費用の支払い          
‐

事
綿 癖Ⅷ 乱星理 象彗 推書鞘 畑 の報 を革講 る場合のみ。

め

　

　

ｃぅ
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他の抵当権設定の禁止等

売船の禁止等

費用の支払い

税金の支払い、公の費用の支払等

Ewronlnclltal Ltts(環 境法)の達守

これらのコベナンツの内容については外国籍船舶のMortgagcに規定しているコベナンツ

どほとんど異なるところはなく、日本籍外航船舶と日本籍内航船舶についてもほとんど異な

る点はない。前述のとおり物権法定主義の観点から日本籍船舶抵当権設定契約のフオームは

比較的シンプルなものとなり、上記のとおり通常パナマ籍 Moigage等 の外国籍船舶の

MOHgagcに規定している詳細な確約、保険関連規定及び環境法関連規定が抵当権設定契約

に規定されないため、これらの規定をローン契約あるいは別途作成する合意書等におくケー

スが少なくない。

7船舶共有について

(1)日 本法における船舶共有

日本法における船舶共有者の内部関係、船舶共有者の外部関係、船舶共有の解散 清

算,実務の取扱については、前掲瀬野「船舶nik資取引の実務 (全訂版)」 482頁ない

し485頁に詳述しているため、同書を参照されたい。

(2)船舶抵当権の実行

(i)船舶抵当権の実行手続きは法廷地法によるため、船舶の共有持分に対する抵当権

の実行については、船舶に対する差押、競売を行う際に船舶が所在する場所の法

律 (差押え、競売手続きの規定)に よる。したがつて、差押え、競売対象船舶が

日本に所在する場合には、その船舶の船籍を問わず、日本法の差押え、競売手毎

きの規定により手続きが実施される。

(il)船舶が日本に所在している場合の競売等の手続き

(a)「船舶Jに対する抵当権の実行手続き

び 355頁ないし378頁以下を参照のこと。
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(b)船舶全体ではな く、船舶共有持分 (例 えば船舶共有者 Aの 共有持分 のみ、

あるいは、船舶共有者 Bの共有持分のみ)に対 して競売手続 きをとる場合

船舶共有持分に設定された抵当権の実行 として船舶共有持分のみを目的とし

て競売手続を実施する場合 については、
「

総鶴 の共有持分
'こ

対 ナぢ強制教倉

/_つ いても、民事執行法 |ま何 らの 駿 考 ンヶ″ っ た″ミ ど″ r/_‐ ついて,ま子日

彦と同様その″の財産糖ノξル ナ為 節 物 がとι詑 奪 /ztt r舞身′7秦ノ。

その始 ■ま、於維つ所在逸 を含著テぢ辺方夢秘〃つ韓晨鷺こ属 方ぢむつ効 紗
落。効 2角錯蒻猪ガナ必強縦執万班我紗″ 蕩η謬腰を 少ってき〃か今

務 糀 て行 ,こ とだなク、を資弘疱〃つ余をつなレゥ班どを漆ま、斎猪身πつ

規定方道`用 さ″ガ。身ん 舞 賜 軽 、オ′7秦翔 筆 ズク彦懇秦 な窮 7ι て

差押えの登記の嬬託 をテベ.jで疹逐。元恭代金 の配当子笏だつぃてが、/_/

′ぢι秦笏 歩窮 7ι C行夕ごとだかた。ノ とされる
磁
。したがって、この場

合には、「その他の財産権に対する強制執行」(民事執行法 167条)の方法に

よって行われ、「船舶」に対する抵当権の実行としての競売手続について適

用になる船舶執行及び不動産に対する担保実行に関する規定は準用されない

ことになる。

但し、一般的には、船舶共有持分に設定された抵当権の実行として船舶共有

持分のみを目的として競売手続をとることは考えられず、船舶共有持分全部

(例 えば船舶共有者 Aの共有持分及び船舶共有者 Bの共有持分一船舶全体)

に対 して競売手続きを実施することになる。

(c)船舶共有持分全部 (例 えば船舶共有者 Aの共有持分及び船舶共有者 Bの共

有持分―船舶全体)に対して競売手続きをとる場合

船舶共有持分全部 (例 えば船舶共有者 Aの共有持分及び船舶共有者 Bの共

有持分 =船舶全体)に対 して競売手続きを実施する場合には上記 (b)の ケ
ースと異なる。すなわち、「当該船舶が共有の場合であっても、競売の対象
が共有持分のみではなく当該船舶である以上、単独所有船舶の競売の場合と

異なることはなく、当該船舶が共有であることにより提出書類が多少異なる

という程度の違いはあるものの、単独所有船舶の船舶抵当権実行としての競

売手続と基本的には同じである。Jと される
S〕

。

したがって、船舶が日本に所在している場合には、船舶の共有持分に対する

抵当権の実行としての競売手続 (船舶共有者 Aの共有持分及び船舶共有者

協奮冴留花言よ辱耳観 民誓瑕聘ツン多■饂 舜暮艶智蟄系動産受付係宛(船舶の担保実行についても同係にて対応している)、 2017年 12月 20日 、電話にて確認したところ、一般論ではあるがこのよう
な回答が得られた。
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Bの共有持分 =船舶全体を目的とする)は、船舶に対する抵当権の実行とし

ての競売手続と基本的に違いはないと考えられる。

(m)船舶が日本以外に所在 している場合の競売等の手続きについては調査をしてい

ない。しかしながら、筆者の経験では、船舶共有持分全部 (例 えば船舶共有者 A

の共有持分及び船舶共有者 Bの共有持分 =船舶全体)に対して先進国あるいは

英国法系の国において競売手続きを実行する場合、「船舶全体」に対する競売手

続きと比較して、困難であるという情報に接したことはない。

ま¬a甕ir碗格甕名警世辮 鋸景ぞ簿警客暮ピ伝麦箸脇
に対 して競売手続 きを実施する場合には、船舶に対する抵当権の実行と比較 して

時間、手間がかかる可能性は否定できない。しかしながら、船舶の共有持分に対

する抵当権の実行が、船舶に対する抵当権の実行に比較 して法律上困難であると

は考えられない。

(3)日 本籍・内航船 共有船の場合の保険金質権に関する契約、対抗要件等
跡

(め 保険契約について

日本籍の共有船舶に関する保険契約は、一般的には、次の当事者間において締結

される。

保険契約者 :共有者のうちの1名 (通常は船舶管理人)

被保険者 :共有者全員 (共同被保険者)

保険者 :保険会社

船舶管理人は、原貝」として船舶共有者の代理人として船舶の利用に関する一切の

裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するが、船舶を保険に付することについ

てはこの権限の例外であり、これを船舶管理人が行うには、別途、共有者から委

任を受けなければならない (商法 7011条 1項 2号 )。

共有船舶にどのような保険を付するかは、船舶の利用に関する事項であるため、

船舶共有者間において特段の合意がない場合、各共有者の持分の価格に従い、そ

の過半数をもって決する (商法 693条 )。 また、船舶共有者間において特段の合

意がない場合、船舶共有者は、その持分の価格に応じて船舶の利用に関する費用

唇4巨尋告♀桧二こと鷺残Zほ:
軍 蛭 員 鎗 盤 南 覆 盈

じ蘇 霧言し鉢 え爺 ポ洋 δ 詠 群 軸 船 第 船の陽 の

等に記載についてもその文責はすべて著者が負うものである。
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を負担 しなければならない (商法 694条)ため、船舶共有者間の内部分担 として

は、保険料についても持分の価格に応 じて負担することとなる。なお、保険会社

=の
関係においては、保険契約者が保険料金額の支払い義務を負担する (船舶保

険普通保険約款第 20条 (1))。

保険契約者と被保険者との間の権利関係及びそれぞれの保険契約上有する権利に
ついては、以下のとおり説明することができる。共有船舶の共有者のうちの 1名
(VEN舶 管理人)が契約する船舶保険契約は、部分的に (他の共有者の持分について)

保険法 8条
85の

「第三者のためにする保険契約Jに該当する。すなわち、すべて
の共同被保険者に保険金請求権が帰属すると考えられる。しかしながら、全損保
険金は被録険利益としての所有者利益に基づいて支払われるため、保険証券に記
載された共有持分に応じて支払われ、それ以外の保険金は、当該保険金によって

填補される損害を被った者 (通常は船舶管理人である保険契約者)に対して支払
われる。

保険金請求権に対する質権設定

日本籍船舶の場合、保険金請求権に対する担保設定の方式として、質権設定とす
るか譲渡担保とするかは自由である。しかしながら、日本籍内航船に関していえ
ば、伝統的に質権設定で対応してきたという歴史があること、質権設定の合意に
ついては抵当権設定契約書内において規定可能であって、対抗要件具備手続は県
険会社所定のフォームを使用して実施可能であること等の理由により、日本籍内
航tHAの 保険金請求権に対する担保設定の方式は、質権設定の方式によることが多
い。これに対し、日本籍外航船については、譲渡担保の方式によることも少なく
ない。

保険金請求権に対する質権設定は、当事者の合意により成立し、質権設定者が保
険会社に対する確定日付ある通知をすること又は保険会社から確定日付ある承諸
を得ることが第三者対抗要件となる (民法 467条、364条 )。

実務上は、「質権設定承認請求書Jと 題する文書など保険会社所定のフォームを

使用して質権設定者から保険会社に対する通知及び第三債務者である保険会社の

承諾がなされる。当該文書には、質権設定者及び県険会社の記名捺印欄のみなら

ず、質権者の記名捺印欄もあることが一般的であり、対抗要作を具備するという
法律上の意義のみならず、質権者の記名捺印によって質権設定の合意を保険会社
が確認する手段とするという事実確認の意義もある。質権者が複数いる場合にお
いては、(a)代表の質権者が当該承認請求書に全質権者を代表して記名捺印する

Ъ

紬 硯定 している。
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ことにより当該承認請求書を1枚のみ作成した上で、質権者間における協定書を

添付する方式もあるが、(b)質権者ごとに承認請求書を作成する方式が採用され

ることが一般的である。

共有船舶に関して、当該船舶全体に抵当権を設定し、すべての共有者の保険金請

求権に対して質権設定する場合には、保険金請求権全部について質権を設定した

旨記載されるが、例えば一人の共有者 (例 :A社、持分 80°/0)の 共有持分につ

いてのみ抵当権を設定し、当該共有者の保険金請求権についてのみ質権を設定す

る場合もある。そのような場合には、当該承認請求書に、質権者が「保険契約に

基づ く保険金請求権のうち、A社 80%持分)に 限つて質権を設定した」旨記載

される。

(c)保険金支払の実施

共有船舶に関しては、「共有船用」のてん補金支払条項が保険証券に添付され、

当該条項に従つて保険金が処理される。当該条頂には、全損の場合には被保険者

亀警惨峰弘籍写∃ε懸ほ1凝農皇弼喜盈皇牧写告伝i凝議塗Zi≧ち奪撮後塗呈
求権に質権が設定されている場合は、質権者に支払うものとすることが記載され

ていることが一般である。

保険金請求権に対する譲渡担保設定の場合には、保険金支払条頂 (loss payablc

clause)が保険証券に裏書きされ、全損金は譲渡担保権者あるい
|ま
その指示する

者に支払うこと、分損金の場合には、一定金額を超過する金額は譲渡担保権者あ

るいはその指示する者に支払うこと、一定金額以下の場合には船舶所有者 (共有

船舶の場合には保険契約者たる共有者あるいは船舶管理人)あ るいはその指示す

る者に支払う くただし、債務不履行事由が発生した場合にはこの限りでない)こ

とが記載されること一般である。質権においても、一定額以下の少額保険金を質

権設定者に支払う方式 (書式)が採用されていることが一般的であるため、同書

式によリー定額以下の少額保険金を質権設定者に支払われる。

8おわりに

これまで日本籍船舶に対するフアイナンスに関する留意点を記載した文献が必ずしも多くは

なかつたと思われる。本稿が、日本籍船舶に対するフアイナンスに関する留意点を整理する

上で一定の役割を持ち、本稿に記載された事項等についてさらに関係者間にて議論されるこ

とを期待するものである。


